日本てんかん学会関東甲信越地方会　入会申込書

日本てんかん学会関東甲信越地方会会則に賛同して入会を希望いたします。
入会が決定しましたら会則に従います。
　

	申込年月日
	
	年
	
	月
	
	日



	ふりがな
	

	1．氏　名 
	

	
	生年月日
	
	年
	
	月
	
	日



	2．勤務先名 

	

	TEL
	(内線)



	e-mail:
	



	3．日本てんかん学会
	
	会員
	
	非会員



	4. 専門分野（○をおつけください）

	

	
	精神科
	
	その他の臨床科

	
	小児科
	
	基礎医学

	
	小児神経科
	
	医師以外

	
	脳神経外科
	
	

	
	神経内科
	
	




	5．評議員1名の推薦者*
	署名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　㊞


（*申込者が日本てんかん学会会員の場合は不要）



[bookmark: _GoBack]

日本てんかん学会関東甲信越地方会　会則（抜粋）

第５条（資格） 
本会の会員は正会員、特別会員、名誉会員及び賛助会員とする。
正会員は、本会の目的に賛同し、てんかん及び関連領域の診療・研究を行っている、医師・その他の医療従事者・研究者とする。
特別会員は、正会員のうち７０歳以上に達した者とする。
名誉会員は運営委員を退任した７０歳未満の者とする。
賛助会員は本会の目的に賛同し、かつ事業を援助する団体または個人とする。
学術集会での筆頭演者は正会員でなければならない。

第６条 (入会)　 
正会員ならびに賛助会員になろうとする者は、評議員1名の推薦をうけ、所定の書式を用い、事務局に申し込み、会長の承認を受ける。ただし、日本てんかん学会の会員については推薦状を必要としない。

第７条 (会費)　
正会員ならびに賛助会員の会費は内規にて定める。特別会員は年会費を要しない。入会金は徴収しない。

第８条（退会）　
次の項目に該当するものは退会とする。
１　退会の届けを出したもの。
２　本会の運営に支障を与えるもの。
３　本会費を3年間滞納したものは自然退会とみなし得る。

（内規）
１．会費：
年会費は、正会員が１，０００円、賛助会員は３０，０００円とする。

４．評議員の選出：
関東・甲信越地区に所属する日本てんかん学会評議員、およびてんかん医療・研究の分野で指導的立場にあるものを運営委員会で推薦し、本人の承諾が得られた場合評議員会で承認を受ける。評議員会あるいは学術集会に連続して3年以上出席しない場合、評議員を辞退したものとみなし得る。

（参考）日本てんかん学会評議員名簿　https://jes-jp.org/jes/pdf/202108hyougi.pdf


